
秋 田 市 規 則 第 4 0号

し あ わ せ づ く り 秋 田 市 民 公 聴 条 例 施 行 規 則

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 則 は 、 し あ わ せ づ く り 秋 田 市 民 公 聴 条 例 （ 平 成 1 6年 秋 田 市

条 例 第 1 2 6 号 。 以 下 「 条 例 」 と い い ま す 。 ） 第 ８ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 条

例 の 施 行 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め ま す 。

（ 計 画 等 の 案 の 公 表 方 法 ）

第 ２ 条 条 例 第 ６ 条 の 規 定 に 基 づ い て 意 見 聴 取 に よ り 市 が 公 表 す る 計 画 等

の 案 に は 、 次 に 掲 げ る も の を 含 み ま す 。

( 1 ) 計 画 等 の 案 の 趣 旨 、 目 的 、 背 景 等

( 2 ) 計 画 等 の 案 の 実 施 に よ り 予 測 さ れ る 効 果 等

( 3 ) 計 画 等 の 案 の 法 的 お よ び 政 策 的 論 点

( 4 ) そ の 他 計 画 等 の 案 を 理 解 す る た め に 必 要 な 資 料 等

２ 市 は 、 意 見 聴 取 に よ り 市 の 計 画 等 の 案 を 公 表 す る と き は 、 情 報 提 供 の

充 実 に 配 慮 し な が ら 、 次 に 掲 げ る 方 法 を 適 宜 採 用 し ま す 。

( 1 ) 新 聞 へ の 掲 載

( 2 ) 市 の 広 報 紙 へ の 掲 載

( 3 ) 市 の ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載

( 4 ) 計 画 等 の 案 を 所 管 す る 課 所 室 、 企 画 財 政 部 広 報 広 聴 課 の 資 料 閲 覧 コ

ー ナ ー 等 で の 閲 覧 又 は 配 布

( 5 ) そ の 他 市 が 適 当 と 認 め る 方 法

３ 市 は 、 意 見 聴 取 に よ り 市 の 計 画 等 の 案 を 公 表 す る と き は 、 市 民 か ら 意

見 等 を 求 め る 手 法 も 併 せ て 公 表 し ま す 。

（ 意 見 等 を 求 め る 手 法 ）

第 ３ 条 市 は 、 条 例 第 ６ 条 の 規 定 に 基 づ い て 意 見 聴 取 に よ り 市 民 か ら 意 見

等 を 求 め る と き は 、 市 民 が 意 見 等 を 提 出 し や す い よ う に 配 慮 し な が ら 、

次 に 掲 げ る 手 法 を 適 宜 採 用 し ま す 。

( 1 ) 審 議 会 、 懇 談 会 そ の 他 の 合 議 制 の 機 関 の 会 議 の 開 催



( 2 ) 意 見 交 換 会 、 説 明 会 そ の 他 の 市 民 同 士 又 は 市 民 と 市 の 自 由 な 意 見 交

換 を 目 的 と す る 集 ま り に よ る も の

( 3 ) 研 究 集 会 、 参 加 型 講 習 会 そ の 他 の 参 加 者 が 各 種 の 共 同 作 業 、 勉 強 会

等 を 通 じ て 、 意 見 の 方 向 性 を 見 い だ す こ と を 目 的 と す る 集 ま り に よ る

も の

( 4 ) 年 齢 等 の 条 件 に よ り 、 住 民 基 本 台 帳 か ら 無 作 為 に 抽 出 し た 者 の 集 ま

り に よ る も の

( 5 ) 市 か ら モ ニ タ ー と し て 委 嘱 さ れ た 市 民 に 対 す る 意 識 調 査 等 の 実 施

( 6 ) 調 査 の 対 象 者 が 質 問 項 目 に 回 答 す る ア ン ケ ー ト 調 査 、 訪 問 調 査 等 の

実 施

( 7 ) 市 が 公 表 し た 計 画 等 の 案 に つ い て 意 見 等 を 求 め る 意 見 公 募 の 実 施

( 8 ) そ の 他 市 が 適 当 と 認 め る 手 法

２ 市 は 、 前 項 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で に 掲 げ る 手 法 を 採 用 し て 意 見 聴 取 に

よ り 市 民 か ら 意 見 等 を 求 め る と き は 、 原 則 と し て そ の 会 議 等 を 公 開 し ま

す 。

（ 意 見 等 の 公 表 方 法 ）

第 ４ 条 市 は 、 条 例 第 ７ 条 第 ２ 項 お よ び 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ い て 、 市 民 か

ら 寄 せ ら れ た 意 見 等 お よ び そ の 意 見 等 に 対 す る 市 の 考 え を 公 表 す る と き

は 、 次 に 掲 げ る 方 法 を 適 宜 採 用 し ま す 。

( 1 ) 新 聞 へ の 掲 載

( 2 ) 市 の 広 報 紙 へ の 掲 載

( 3 ) 市 の ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載

( 4 ) 計 画 等 の 案 を 所 管 す る 課 所 室 、 企 画 財 政 部 広 報 広 聴 課 の 資 料 閲 覧 コ

ー ナ ー 等 で の 閲 覧 又 は 配 布

( 5 ) そ の 他 市 が 適 当 と 認 め る 方 法

（ 細 目 の 設 定 ）

第 ５ 条 市 は 、 条 例 第 ６ 条 の 規 定 に 基 づ い て 意 見 聴 取 を 行 う と き な ら び に

条 例 第 ７ 条 第 ２ 項 お よ び 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ い て 市 民 か ら 寄 せ ら れ た 意

見 等 お よ び そ の 意 見 等 に 対 す る 市 の 考 え を 公 表 す る と き は 、 こ れ ら の 方



法 を 具 体 的 に 示 す 細 目 を 定 め ま す 。

（ 委 任 ）

第 ６ 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め ま す 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 1 7年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ま す 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 2 3年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ま す 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 2 4年 ７ 月 ９ 日 か ら 施 行 し ま す 。


